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平
成
28
年
9
月
に
安
倍
首

相
が
働
き
方
改
革
実
現
会
議

を
行
い
、
9
つ
の
改
革
を
発

表
し
ま
し
た
。

　

①
と
③
に
つ
い
て
は
、
現

在
直
面
し
て
い
る
非
正
規
雇

用
問
題
・
長
時
間
労
働
問
題

な
ど
の
解
決
を
目
指
す
も
の

と
し
て
、
今
一
番
注
目
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

近
い
将
来
の
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
④
⑤
も
重
要
で
す
。

去
年
の
秋
に
、
社
労
士
会
で
、

神
山
町
の
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ

ィ
ス
を
見
学
し
ま
し
た
が
、

山
の
中
に
オ
フ
ィ
ス
の
共
同

作
業
場
が
あ
り
、
大
き
な
モ

ニ
タ
ー
を
使
っ
て
仕
事
を
し

て
い
る
と
い
う
驚
く
よ
う
な

現
場
で
し
た
。
全
国
か
ら
も

大
勢
の
見
学
者
が
訪
れ
て
い

て
、
時
代
の
中
で
働
き
方
は

必
然
的
に
変
わ
ら
ざ
る
を
得

な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
と

感
じ
ま
し
た
。

　

⑥
⑦
⑧
⑨
は
、
現
在
問
題

に
な
っ
て
い
る
労
働
人
口
の

減
少
に
よ
る
対
策
で
す
。

　

65
歳
以
上
の
高
年
齢
者
が

新
た
に
被
保
険
者
と
し
て
雇

用
保
険
の
対
象
に
な
り
ま
す

(

平
成
29
年
1
月
1
日
か
ら
施

行)

。
そ
れ
に
伴
い
、
各
給
付

金
も
対
象
に
も
な
り
ま
す
。

・
離
職
し
た
場
合

　

被
保
険
者
期
間
に
よ
り
ま

す
が
、
一
時
金
で
、
一
年
未

満
な
ら
30
日
分
、
一
年
以
上

な
ら
50
日
分
の
支
給
が
さ
れ

ま
す
。

・
育
児
・
介
護
休
業
給
付
金

・
教
育
訓
練
給
付
金

　　

65
歳
以
上
の
保
険
料
徴
収

は
現
在
免
除
廃
止
で
、
保
険

料
は
徴
収
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
こ
れ
は
経
過
措
置
で
平

成
31
年
以
降
は
徴
収
さ
れ
ま

す
。

　

雇
用
保
険
の
被
保
険
者
と

な
る
者
は
、
所
定
労
働
時
間

20
時
間
以
上
／
週(

約
86
時
間

以
上
／
月)

31
日
以
上
の
雇
用

見
込
み
が
必
要
で
、
Ｗ
ワ
ー

ク
の
労
働
者
は
主
た
る
1
事

業
所
で
し
か
取
得
で
き
ま
せ

ん
。

(

①
②
③
：
平
成
29
年
4
月
1

日
施
行
④
：
平
成
29
年
8
月

1
日
施
行)

①
倒
産
・
解
雇
等
に
よ
り
離

職(

特
定
受
給
資
格
者)

し
、

被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
が

｢

1
年
以
上
5
年
未
満｣

の
者

は
所
定
給
付
日
数
が
引
上
げ

ら
れ
ま
す
。

・
30
歳
～
35
歳
未
満
の
者 

　

　

90
日
→
1
2
0
日

・
35
歳
～
45
歳
未
満
の
者 

 
 
 

 
 

90
日
→
1
5
0
日

②
雇
用
情
勢
の
悪
い
地
域
に

居
住
す
る
一
定
の
受
給
資
格

者
の
給
付
日
数
が
延
長
さ
れ

ま
す(

暫
定
5
年
間)

。

③
雇
止
め
に
よ
り
離
職
し
、

｢

特
定
理
由
離
職
者｣

と
な
っ

た
有
期
雇
用
労
働
者
は
、
所

定
給
付
日
数
が
拡
充(

暫
定
5

年
間｢

特
定
受
給
資
格
者｣

と

し
て
扱
う)

さ
れ
ま
す
。

④
賃
金
日
額
、
直
近
の
賃
金

分
布
に
よ
り
上
・
下
限
の
引

き
上
げ
が
行
わ
れ
ま
す(

毎
年

8
月
1
日)

。

　

雇
用
保
険
料
率
が
平
成
29

年
4
月
か
ら
引
き
下
げ
ら
れ

る
予
定
で
す
。
3
年
間(

平
成

29
年
度
～
31
年
度)

時
限
的
に

引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。
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社会保険労務士

働
き
方
改
革
実
現
会
議

①
同
一
労
働
同
一
賃
金
な
ど

　
 

非
正
規
雇
用
の
処
遇
改
善

②
賃
金
引
上
げ
と
労
働
生
産

　

 
性
の
向
上

③
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制

　

 

の
在
り
方
な
ど
長
時
間
労

　

 

働
の
是
正

④
雇
用
吸
収
力
の
高
い
産
業

　

 

へ
の
転
職
・
再
就
職
支
援
、

 　

人
材
育
成
、
格
差
を
固
定

　

 

化
さ
せ
な
い
教
育
の
問
題

⑤
テ
レ
ワ
ー
ク
、
副
業
・
兼

 　

業
と
い
う
柔
軟
な
働
き
方

⑥
働
き
方
に
中
立
的
な
社
会

　

 

保
障
制
度
・
税
制
な
ど
女

 　

性
・
若
者
が
活
躍
し
や
す

 　

い
環
境
整
備

⑦
高
齢
者
の
就
業
促
進

⑧
病
気
の
治
療
、
子
育
て
・

 　

介
護
と
仕
事
の
両
立

⑨
外
国
人
材
受
入
れ
の
問
題

【
９
つ
の
改
革
】

【
雇
用
保
険
の
適
用
例
】

　

平
成
29
年
1
月
1
日
以
降

に
新
た
に
雇
用
す
る
場
合
は
、

翌
月
10
日
ま
で
に
届
出
を
し

ま
す
。

　

平
成
28
年
12
月
末
ま
で
に

雇
用
し
、
平
成
29
年
1
月
1

日
以
降
も
継
続
し
て
雇
用
す

る
場
合
は
、
平
成
29
年
3
月

31
日
ま
で
に
届
出
を
し
ま
す
。

　

高
年
齢
継
続
被
保
険
者
で

あ
る
労
働
者
を
平
成
29
年
1

月
1
日
以
降
も
継
続
し
て
雇

用
す
る
場
合
は
、
自
動
的
に

高
年
齢
被
保
険
者
と
な
る
の

で
、
届
出
は
不
要
で
す
。

基
本
手
当
の
充
実

｢平成29年度税制改正大綱のポイント」
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イ
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■
育
児
休
業
給
付
金
の
変
更

　

育
児
休
業
給
付
金
は
、
支

給
額
が
賃
金
の
67
％(

育
児
休

業
の
開
始
か
ら
6
ヶ
月
経
過

後
は
50
％)

支
給
さ
れ
ま
す
。

　

育
児
休
業
の
対
象
と
な
る

子
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
養

子
縁
組
里
親
、
養
育
里
親
等

が
含
ま
れ
ま
す
。

　

育
児
休
業
の
申
出
が
で
き

る
有
期
契
約
労
働
者
の
要
件

が｢

勤
続
1
年
以
上｣

｢

子
が
1

歳
6
ヶ
月
に
達
す
る
日
ま
で

更
新
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
か

か
で
な
い
事｣

に
な
り
ま
す
。

■
介
護
休
業
給
付
金
の
変
更

　

介
護
休
業
給
付
金
は
、
支

給
額
が
賃
金
の
67
％(

平
成
28

年
8
月
1
日
以
降)

支
給
さ
れ

ま
す
。
対
象
家
族
が
、
配
偶

者(

事
実
婚
含
む)

・
父
母
・

子
・
配
偶
者
の
父
母
に
拡
大

さ
れ
、
祖
父
母
・
兄
弟
姉

妹
・
孫
に
は
同
居
か
つ
扶
養

の
要
件
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

　

介
護
休
業
の
分
割
取
得
と

し
て
、
同
一
の
対
象
家
族
・

同
一
の
要
介
護
状
態
の
場
合
、

変
更
前
は
原
則
1
回
・
93
日

分
の
支
給
だ
っ
た
も
の
が
、

変
更
後
は
通
算
93
日
分
・
最

大
3
回
ま
で
支
給
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
介
護
休
業

の
申
出
が
で
き
る
有
期
契
約

労
働
者
の
要
件
と
し
て｢

勤
続

1
年
以
上｣

｢

93
日
経
過
後
か

ら
6
ヶ
月
を
経
過
す
る
ま
で

更
新
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら

か
で
な
い
事｣

に
な
り
ま
す
。

　

所
定
労
働
時
間
の
短
縮
措

置
と
し
て
、
変
更
前
は
介
護

休
業
と
通
算
し
て
93
日
の
範

囲
内
だ
っ
た
も
の
が
、
変
更

後
は
介
護
休
業
と
は
別
に
、

利
用
開
始
か
ら
3
年
の
間
で

2
回
以
上
の
利
用
が
可
能
に

な
り
ま
す
。

　

所
定
外
労
働
の
免
除
制
度

が
創
設
さ
れ
、
対
象
家
族
1

人
に
付
き
、
介
護
の
必
要
が

な
く
な
る
ま
で
残
業
が
免
除

さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
介
護

休
暇
は
半
日(

所
定
労
働
時
間

の
2
分
の
1)

単
位
で
の
取
得

が
可
能
に
な
り
ま
す
。
要
介

護
状
態
に
あ
る
対
象
家
族
の

介
護
そ
の
他
の
世
話
は
、
1

年
に
5
日(

対
象
家
族
2
人
以

上
の
場
合
は
10
日)

休
暇
取
得

が
可
能
で
す
。

■
特
定
受
給
資
格
者
の
基
準　

　

 

の
見
直
し　

　

特
定
受
給
者
と
は
、
倒

産
・
解
雇
等
の
理
由
に
よ
り
、

再
就
職
の
準
備
を
す
る
時
間

的
な
余
裕
が
な
く
退
職
せ
ざ

る
を
得
な
い
人
の
こ
と
で
す
。

追
加
該
当
と
し
て
、

・
妊
娠
・
出
産
を
理
由
と
す

　

る
不
利
益
な
扱
い

・
育
児
休
業
・
介
護
休
業
等

　

の
申
し
出
を
拒
否
さ
れ
る

　

こ
と
に
よ
り
退
職

が
特
定
受
給
者
の
基
準
に
入

り
ま
す
。
ま
た
、
育
児
休
業

は
、
2
歳
ま
で
再
延
長
が
可

能
に
な
る
予
定
で
す(

平
成
29

年
10
月
1
日
施
行)

。

　

65
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金

が
、
平
成
28
年
10
月
19
日
以

降
に
施
行
さ
れ
始
め
ま
し
た
。

現
状
は
、
80
％
以
上
の
企
業

が
、
定
年
60
歳
・
再
雇
用
65

歳
ま
で
で
す
。
詳
細
は
、(

独

立
行
政
法
人)

高
齢
・
障
害
・

求
職
者
雇
用
支
援
機
構
で
取

り
扱
っ
て
い
ま
す
。

■
支
給
要
件

①
労
働
協
約
ま
た
は
就
業
規

則
に
定
め
て
、
い
ず
れ
か
を

実
施
し
ま
す
。

・
旧
定
年
年
齢
を
上
回
る
65

　

歳
以
上
へ
の
定
年
引
上
げ

・
定
年
の
定
め
の
廃
止

・
旧
定
年
年
齢
及
び
継
続
雇

　

用
年
齢
を
上
回
る
66
歳
以

　

上
の
継
続
雇
用
制
度
の
導

　

入
②
上
記
の
制
度
の
規
定
に
あ

た
っ
て
経
費
を
要
し
た
事
業

主③
上
記
の
制
度
を
規
定
し
た

労
働
協
約
ま
た
は
就
業
規
則

を
整
備
し
て
い
る
事
業
主

④
支
給
申
請
日
の
前
日
に
お

い
て
、
当
該
事
業
主
に
1
年

以
上
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
て

い
る
60
歳
以
上
の
雇
用
保
険

被
保
険
者
が
1
人
以
上
い
る

こ
と
が
要
件
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
短
期
雇
用
特
例
被

保
険
者
、
日
雇
労
働
被
保
険

者
は
除
か
れ
、
期
間
の
定
め

の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
す

る
労
働
者
又
は
定
年
後
に
継

続
雇
用
制
度
に
よ
り
引
き
続

き
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
に
限

り
ま
す
。 

■
申
請
手
続
き

　

定
年
引
上
げ
等
実
施
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
2
カ
月

以
内
に
申
請
書
を
提
出
し
ま

す
。

　

最
近
の
60
歳
以
上
の
人
は

元
気
で
す
が
、
定
年
引
上
げ
・

継
続
雇
用
の
引
上
げ
は
、
各

人
の
能
力
や
職
種
・
業
種
に

よ
っ
て
違
い
ま
す
。
一
時
的

に
助
成
金
を
支
給
し
て
も
ら

う
と
、
定
め
ら
れ
た
年
齢
ま

で
は
正
社
員
と
し
て
雇
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

自
分
の
会
社
に
適
し
て
い
る

人
材
か
ど
う
か
よ
く
考
え
て

対
応
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

雇
用
関
係
助
成
金

3/1000

3/1000

4/1000

一 般 の 事 業

農　林　水　産
清酒製造の事業

建 設 の 事 業

雇用保険
料　　率

 9/1000

11/1000

12/1000

失業等給付

労働者 事業主

3/1000

4/1000

4/1000

3/1000

4/1000

4/1000

二事業
事業主

改
正
育
児
・
介
護
休
業

法
に
合
わ
せ
て
の
雇
用

保
険
の
取
扱
い

【
支
給
額
】

①
65
歳
へ
の
定
年
引
上
げ
→ 

　

 

1
0
0
万
円

②
66
歳
以
上
へ
の
定
年
引
上

　

 

げ
、
ま
た
は
定
年
の
定
め

　

 

の
廃
止
→ 

1
2
0
万
円

③
希
望
者
全
員
対
象
継
続

　

  

雇
用

 　

 

66
歳
～
69
歳
→ 

60
万
円　

　

  

70
歳
以
上 　

→ 

80
万
円




